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第
五
章
　
青
年
弁
護
士
の
政
治
活
動
と
静
岡
市
会
へ
の
進
出

（１
）
松
浦
五
兵
衛
、
立
憲
政
友
会
静
岡
岳
南
少
壮
団
、
そ
し
て
国
本
社
静
岡
支
部

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
信
雄
の
父

・
伝
七
は
松
浦
五
兵
衛
代
議
士
の
傘
下
に
入
り
、
政
友
会
に
所
属
し
て
い
た
。
信
雄
も
、
進
学
を
夢
見

て
上
京
し
た
折
に
松
浦
を
訪
ね
て
以
来
、
何
か
に
つ
け
て
松
浦
の
後
援
を
得
て
い
た
。
弁
護
士
試
験
に
合
格
し
岡
崎
伊
勢
蔵
事
務
所
に
入
っ
た

後
も
、
松
浦
と
の
つ
な
が
り
は
深
い
も
の
が
あ

っ
た
。
信
雄
に
と
っ
て

「松
浦
は
畢
生
の
大
恩
人
で
も
あ
っ
た
の
で
、
彼
が
静
岡
に
来
て
、
大

東
館
に
止
宿
す
る
と
、
い
つ
も
そ
の
傘
下
に
馳
せ
参
じ
て
は
、

（い
ろ
い
ろ
の
雑
用
を
果
し
て
い
た
。
松
浦
の
方
で
も
、
若
い
鈴
木
に
は
、
何
か

と
頼
み
よ
い
と
見
え
て
、
い
つ
も
秘
書
的
役
割
を
命
じ
て
い
た
」
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
岡
崎
伊
勢
蔵
は
か
つ
て
松
浦
五
兵
衛
ら
の
懇
請
を
受
け
て
東
京
か
ら
掛
川
そ
し
て
静
岡
に
転
住
し
、
松
浦
と
と
も
に
政
友
会
系

の
立
場
で
活
動
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
い
か
な
る
事
情
が
あ

っ
た
の
か
不
明
だ
が
、
岡
崎
は
政
友
会
と
袂
を
分
か
ち
、　
一
九
二

一

（大
正
一〇
）
年
に
は
反
政
友
系
新
聞
社

・
静
岡
民
友
新
聞
の
社
長
に
就
任
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
松
浦
は
自
ら
の
秘
蔵

っ
子
と
も
い
う
べ
き
青

年
弁
護
士
を
、
長
年
の
知
己
と
は
い
い
な
が
ら
、
今
や
党
派
的
立
場
を
異
に
す
る
人
物
に
預
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
信

雄
は
、
所
属
事
務
所
の
経
営
者
で
あ
る
岡
崎
の
活
動
に
―
―

「心
な
ら
ず
も
」
と
い
う
面
も
あ
っ
た
と
は
思
う
が
―
―
協
力
せ
ぎ
る
を
得
な
い

立
場
に
立
た
さ
れ
た
。
実
際
、
信
雄
は
静
岡
民
友
新
聞
の
編
集
に
も
関
わ
り
、
た
と
え
ば
紙
上
で
の
法
律
相
談
を
担
当
し
た
。
ま
た
、
同
社
主

催
の
借
家
人
同
盟
の
発
会
式

（
一を

百
年
一一万
一一０
日
開
催
）
に
も
参
加
し
、
弁
護
士
の
立
場
か
ら

「法
律
上
か
ら
見
た
借
家
人
の
地
位
」
と
題
す

（２
）

る
演

説

を

行

っ
た

り

し

て

い
る

（た
だ
、
同
盟
会
の
役
員
に
は
名
を
連
ね
な
か
っ
た
）。

し
か
し
、
信
雄
は
あ
く
ま
で
松
浦
五
兵
衛
の
傘
下
に
あ
り
、
政
友
会
の
人
脈
に
連
な
る
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
岡
崎
と
松
浦
と
の

四
九
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西
年
一つ
鐸
ｔ
た
信
雄
は
、
静
岡
新
報
社

（政
友
会
系
新
聞
社
）
の
幹
部
社

員
を
務
め
る
な
ど
、
公
然
と
政
友
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
過
程
で
誕
生
し
た
の
が

「立
憲
政
友
会
静
岡
岳
南
少
壮
団
」
で
あ
っ
た
。
静
岡
岳
南
少
壮
団
は
い
わ
ば
政
友
会
静
岡
市
支
部
の
青
年
組

織
と
し
て

一
九
二
七

（昭
警

じ
年
に
設
立
さ
れ
た
。
設
立
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
村
本
喜
代
作
は
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

鈴
木
が
静
岡
新
報
の
社
員
に
な
っ
た
頃
、
同
社
を
中
心
と
し
て
、
静
岡
政
友
少
壮
団
が
誕
生
し
た
。
元
来
、
日
本
の
政
党
は
、
大
正
の
初

期
か
ら
、
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
約
十
年
、
政
党
の
弊
害
が
頂
点
に
達
し
て
、
国
民
の
間
に
喧
し
く
論
議
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
に
反
発
す

る
血
気
の
青
年
達
が
、
各
地
に
政
友
少
壮
団
又
は
憲
政
少
壮
団
を
結
成
、
院
外
活
動
を
行
な
っ
て
政
界
刷
新
を
叫
ん
だ
。
大
正
九
年
五
月
、

原
敬
内
閣
の
下
で
、
小
選
挙
区
制
の
総
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
時
、
志
太
郡
下
で
政
友
会
の
巨
頭
杉
山
四
五
郎
の
金
権
選
挙
に
対
抗
し
て
、

憲
政
会
の
鈴
木
富
士
弥
を
推
し
た
志
太
憲
政
少
壮
団
が
、
理
想
選
挙
の
旗
印
を
か
か
げ
て
、
見
事
に
こ
の
大
敵
を
破
り
、
日
本
政
治
史
の

上
に
不
朽
の
名
声
を
挙
げ
て
か
ら
、
少
壮
団
の
存
在
は
大
き
く
浮
び
上

っ
て
来
た
。
静
岡
新
報
事
件
で
、
毎
日
新
報
社
に
出
入
し
て
い
る

内
に
、
鈴
木
は
政
治
運
動
の
好
き
な
青
年
達
に
擁
立
さ
れ
て
、
静
岡
政
友
少
壮
団
の
団
長
に
推
さ
れ
た
。
鈴
木
の
傘
下
に
は
、
原
田
丑
蔵
、

奥
村
重
吉
、
鶴
来
甲
子
雄
、
榊
原
孝
次
郎
、
内
藤
敬
二
、
杉
山
孝
七
な
ど
が
い
た
“
元
々
政
治
を
や
っ
て
世
の
中
の
た
め
に
働
け
、
と
父

て ヵゝ
』
悧
凛
錦
加
】
伸
」
鐵
場
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
少
壮
団
長
は
、
私
財
を
拠

っ
て
団
員
の
拡
大
に
努
め
、
忽
ち
静
岡
市
内
に
於
い

村
本
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
信
雄
を
団
長
と
す
る
静
岡
岳
南
少
壮
団
は
、
積
極
的
に
青
年
層
を
組
織
化
し
、　
一
九
二
九

（昭
和
ｇ

年
に
は

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）
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会
員
数
二
〇
〇
〇
名
余
を
数
え
る
ま
で
に
発
展
し
（畑

。）
信
雄
は
、
同
年
年
四
月
に
団
長
の
職
を
退
い
た
（鷹

、）

そ
の
後
も
岳
南
少
壮
団
と
密
接
な

関
係
を
保
ち
続
け
た
。
こ
の
よ
う
に
、
政
友
会
系
の
青
年
層
を
組
織
化
し
、
自
ら
そ
の
団
長
と
な

っ
て
積
極
的
に
党
勢
拡
大
に
努
力
す
る
―
―

こ
れ
が
青
年
弁
護
士

・
鈴
木
信
雄
の
も
う

一
つ
の

「顔
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
活
動
が
、
信
雄
の
地
方
政
界

進
出
の
強
力
な
足
場
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
若
き
鈴
木
信
雄
と
政
治
と
の
関
わ
り
を
語
る
と
き
、
国
家
主
義
的
団
体

・
国
本
社
と
の
関
係
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
。　
一
九
二
四

（大
正
三
０
年
五
月
、
司
法
界
の
大
立
者
で
国
粋
主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
る
平
沼
験

一
郎
が
中
心
と
な
っ
て
、
「国
本
ヲ
固
ク

シ
国
体
ノ
精
華
ヲ
顕
揚
」
す
る
こ
と
を
目
的
に
国
本
社
が
創
立
さ
れ
た
。
こ
れ
に
呼
応
し
て
、
翌
年
以
後
、
静
岡
県
内
で
も
支

一
部
硼
Ⅷ
の
確
立

が
相
次
い
だ
。
そ
の
う
ち
、
も

っ
と
も
早
く
支
部
組
織
を
確
立
し
た
の
は
、　
一
九
二
五

（大
正
一
じ

年
設
立
の
静
岡
支
部
で
あ
っ
た

２
だ
、
残

念
な
ど
ち
、
そ
の
詳
細
は
不
明
な
点
が
多
じ
。
信
雄
は
こ
の
国
本
社
静
岡
支
部
の
活
動
に
当
初
か
ら
参
加
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

静
岡
県
内
で
の
国
本
社
の
活
動
は
大
き
な
広
が
り
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
現
在
判
明
す
る
限
り
で
、
静
岡
県
内
で
の

（静
岡
支
部
以
外
ｅ

支

部
設
立
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

九
二
五
年

一
二
月
二
〇
日
　
志
太
郡
支
部

（
発
蛤
獄
。

九
二
六
年
　
四
月

一
八
日
　
浜
松
支
部
発
会
式
。

　
　
　
　
つ
）

四
月
二
六
日
　
清
水
支
部
創
立

（
準
嚇
秦
員
会
開
会
。

六
月
　
五
日
　
沼
津
支
部
創

（
立
輪
聡
。

六
月
二
九
日
　
安
倍
支
部
発
会
式
。

こ
の
う
ち
浜
松
支
部
は
、、
四
月

一
八
日
午
前

一
〇
時
か
ら
、
浜
松
市
元
城
町
国
光
館
に
お
い
て
千
名
余
り
の
参
加
者
を
得
て
発
会
式
を
挙
行

‘



し
、
評
議
員
二

一
名
を
選
出
し
て
い
る
。
評
議
員
の
主
な
顔
ぶ
れ
を
み
る
と
、
静
岡
地
方
裁
判
所
浜
松
支
部
判
事
、
静
岡
地
方
裁
判
所
検
事
局

融疇腋螂』導Ｆ聾畷雫球愕性に凛卿獅向け財嫌一は商螂は̈
詢絲辞瑞州薇れ］罐嘲嘆鋤りはい向拳嘲ｒ加制魏躙醐しヵゝれ凱

い
い
う
る
陣
容
だ
が
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
司
法
関
係
者
の
比
重
の
高
さ
が
顕
著
で
あ
る
。
平
沼
の
呼
び
か
け
で
作
ら
れ
た
だ
け
に
、
地
方

法
曹
界
が
積
極
的
に
呼
応
し
組
織
作
り
に
協
力
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
静
岡
支
部
の
組
織
も
、
浜
松
支
部
の
そ
れ
と
同
様
に
、
司
法
関
係
者
を
中
心
に
地
方
の
官
界

・
財
界
等
の
有
力
者
を
多
く
動
員
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
信
雄
が
こ
の
支
部
組
織
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行

っ
て
い
た
の
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
資
料
が
残

っ
て
い
な
い
。
唯

一
の
資
料
と
し
て
村
本
喜
代
作
の
証
言
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
次
に
引
用

し
よ
う
。

鈴
木
は
、

（
法
贈
私
の
関
係
か
ら
、
平
沼
験

一
郎
の
ひ
き
い
る
国
本
社
の
有
力
な
会
員
だ
っ
た
。
然
も
同
じ
国
本
社
関
係
で
知
り
合

っ
て
い

た
塩
原
時
三
郎
が
、
大
正
十
二
年
二
十
八
才
の
青
年
局
長
ど
し
て
静
岡
郵
便
局
に
赴
任
し
て
来
た
。
（略
）
鈴
木
と
塩
原
と
は
、
主
義
も

思
想
も
共
通
し
て
い
た
の
で
、
両
人
は
忽
ち
肝
胆
相
照
し
て
刻
頸
の
交
を
結
ん
だ
が
、
折
柄
突
発
し
た
浜
松
の
楽
器
争
議
に
対
し
て
も
、

倶
に
手
を
と

っ
て
起
ち
上
が
っ
た
。
当
時
の
静
岡
地
裁
の
検
事
正
は
、
三
家
重
二
郎
の
あ
と
を
う
け
て
、
山
下
覚
次
郎
が
そ
の
任
に
就
い

て
い
た
が
、
楽
器
争
議
の
双
方
が
過
激
な
ビ
ラ
を
撤
い
て
猛
烈
な
宣
伝
戦
を
行
な
い
、
そ
れ
が
た
め
に
市
民
大
衆
に
影
し
い
不
安
を
与
え

る
の
で
、
双
方
に
厳
し
く
戒
告
し
て
、　
一
切
ビ
ラ
の
撒
布
を
禁
止
し
た
。
然
し
鈴
木
と
塩
原
は
、
楽
器
争
議
の
紛
糾
度
が
加
重
す
る
に
従

っ

て
、
労
働
者
側
が
毎
日
革
命
歌
を
唄
っ
て
気
勢
を
あ
げ
て
い
る
と
聞
き
、
今
は
早
や
捨
て
置
く
べ
き
時
期
で
な
い
と
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ

義
憤
か
ら
、
こ
の
山
下
検
事
正
の
戒
告
を
無
視
し

″国
賊
を
追
い
払
え
″
　
″治
安
を
破
壊
す
る
逆
賊
を
葬
れ
″
な
ど
と
、
言
々
句
々
、
熱

血
に
燃
ゆ
る
ビ
ラ
を
書
い
て
、
こ
れ
を
暮
夜
ひ
そ
か
に
静
岡
新
報
社
の
輪
転
機
で
印
刷
し
、
裁
断
機
に
か
け
て
約
八
万
枚
の
宣
伝
ビ
ラ
を

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）
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作
製
、
窃
か
に
天
野
辰
夫
と
打
合
せ
て
級
卯
に
運
び
、
静
岡
か
ら
風
呂
敷
に
包
ん
で
鈴
木
と
塩
原
が
持
参
す
る
と
、
天
野
が
待
受
け
て
い

て
、
自
動
車
で
浜
松
全
市
に
バ
ラ
ま
い
た
。

村
本
に
よ
れ
ば
、
信
雄
は
、
国
本
社
に
よ
る

「
上
か
ら
の
組
織
化
」
の
流
れ
に
雷
同
し
て
会
員
に
な

っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
国
本
社
の
国
粋

主
義
的
理
念
に
積
極
的
に
賛
同
し
、
社
会
的
実
践
を
通
し
て
そ
の
普
及

・
浸
透
を
図
ろ
う
と
す
る
人
物
で
あ

っ
た
よ
う
で
ぁ
る
。
興
味
深
い
こ

と
に
、
村
本
は
、
信
雄
の
そ
う
し
た
強
い
思
嶽
躍
と
実
践
性
の

一
例
と
し
て
、
浜
松
市
で
闘
わ
れ
た
日
本
楽
器
争
議

（
一
を

天
年
四
星

天
日
～

八
月
八
こ

へ
の
積
極
的
な
関
与
を
指
摘
し
て
い
る
。

会藁
淵ぃ

にｍ

２

棗

与

のノヾ覺

極
穐

に『̈
ｔ
尊は理

「融獅

諄
け邦̈
燎鍵
鱒
か‐ナも『
曇
農黎
舞
娑
郡
詫
『譲
薦
鰐
鼎
舞］品
舞

は
多
く
の
人
に
意
外
の
感
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（２
）
静
岡
市
会
選
挙
へ
の
立
候
補

市刹蹴嘲縁耐・ヵゝ議剛『次（へ限蒔信っけ″レ勧に設』一Ｆ硫刊詢鵡制議‐こ謳曝≒は鋪嘲「「訪帥』̈
選一勧」軌た（劇酬ギ解一劉ｒ轟綱



け
た
い
」
と
い
う
意
向
を
伝
え
（欄
″

信
雄
に
対
す
る
立
候
補
の
要
請
で
あ
る
。
親
族
の
中
に
は
消
極
的
な
意
見
も
，あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
結
局
、

信
雄
は
要
請
を
受
け
、
政
友
会
か
ら
立
候
補
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
そ
し
て
、
二
月
二
〇
日
、
静
岡
市
会
議
員
選
挙
が
告
示
さ
れ
、
こ
こ
に

有
権
者
数
約
二
万
三
〇
〇
〇
人
、
議
員
定
数
三
六
を
め
ぐ
る
選
挙
戦
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
選
挙
は
、
静
岡
市
会
議
員
選
挙
と
し
て
初
め
て
の

普
通
選
挙
で
あ
り
、
し
か
も
豊
田
村

（
一を

天
年
一〇
月
）、
大
里
村

・
安
東
村

（
一を

元
年
四
月
）
の
隣
接
三
ヶ
村
を
合
併
し
て
八
万
都
市
か
ら

の 一
」
は
Ｍ
［

模 へ
詢
れ
は
一
鏡
脚
師
純
難
¨
躙
暉
“
』
“
震
「
ぅ
点
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
次
に
、
信
雄

大
静
岡
市
建
設
の
第

一
歩
を
踏
み
出
し
た
最
初
の
市
会
議
員
選
挙
の
幕
が
切

っ
て
落
と
さ
れ
た
昨
日

公
一万
一６
甲
―
―引
用
者
）
の
静
岡
市

役
所
は
、
吏
員
が
大
忙
し
で
手
分
け
を
し
て
赤
、
青
、
黄
、
紫
、
緑
、
樺
の
六
色
に
分
け
ら
れ
た
有
権
者
入
場
票
二
万

一
千
九
百
五
十
八

枚
を
該
当
番
号
と
有
権
者
姓
名
を
対
照
し
て
ゐ
た
。
夕
刊
所
報
後
の
昨
日
供
託
金
を
納
付
し
て
立
候
補
の
手
続
を
了
し
た
者
は
左
記
の
八

氏
に
し
て
、
合
計
十
二
名
と
な
っ
た
。

△
下
桶
屋
町
　
弁
護
士
　
　
　
　
　
鈴
木
　
信
雄

（推
薦
者
吉
川
覚
次
郎
）

△
大
　
岩
　
　
銀
行
員
　
　
　
　
　
望
月
　
七
平

（本
人
）

△
七
間
町
　
　
浴
場
業
　
　
　
　
　
小
長
井
誠
蔵

（推
薦
者
広
瀬
修
造
他
二
名
）

△
鷹
匠
町
　
　
新
聞
記
者
　
　
　
　
一二
浦
宅
治
郎

（本
人
）

△
東
鷹
匠
町
　
会
社
員
　
　
　
　
　
根
本
　
昇

　

（推
薦
者
山
下
銀
蔵
）

△
八
番
町
　
　
指
物
製
造
業
　
　
　
竹
下
菊
次
郎

（本
人
）

△
日
之
出
町
　
土
木
建
築
請
負
業
　
田
中
太
次
郎

（推
薦
者
梅
原
定
吉
）

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）

五
〇

一



五
〇
二

法
政
研
究
六
巻
三
・
四
号
公
一〇
〇
二
年
）

こ
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
信
雄
は
、
二
月
二
〇
日
、
吉
川
覚
次
郎
を
推
薦
者
と
し
て
立
候
補
の
届
出
を
済
ま
せ
、
四
月

一
〇
日

（
の
穀
預
日

を
目
指
し
て
選
挙
戦
に
突
入
し
た
。
な
お
、
立
候
補
届
出
の
受
付
は
四
月
四
日
ま
で
行
わ
れ
、
最
終
的
に
六
四
名
の
候
補
者
が
出
揃
っ
た
。
そ

れ
で
は
信
雄
は
、
ど
の
よ
う
な
政
見
を
持

っ
て
選
挙
戦
に
臨
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
『静
岡
新
報
』

一
九
二
九
年
二
月
二
〇
日
付
の
記
事
は
次

の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

候
補
者
中
の
最
年
少
組
で
、
本
年
二
十
二
歳
だ
が
、
御
商
売
の
弁
護
士
で
は
既
に
一
流
の
域
に
入
っ
て
居
て
、
先
輩
古
参
者
諸
君
、
親
と

子
ほ
ど
年
の
違
ふ
方
々
と
肩
を
並
べ
た
り
、　
一
足
御
先
へ
失
敬
し
た
り
し
て
居
る
。
平
素
は
写
真
で
御
覧
の
如
く

一
寸
瞑
想
家
的
な
沈
着

味
を
持

っ
た
貴
公
子
で
あ
る
が
、
法
廷
に
立

っ
て
弁
論
を
や
る
時
な
ぞ
は
、
舌
端
火
を
吐
く
如
き
熱
弁
を
振
ふ
。
市
議
出
馬
も
自
己
の
信

念
か
ら
出
馬
し
た
の
だ
と
言

っ
て
居
る
が
、
同
町
内
ど
こ
ろ
か
す
ぐ
隣
か
ら
民
政
党
の
渡
辺
隆
蔵
君
が
出
て
居
る
の
で
、
な
か
な
か
苦
戦

で
す
ヨ
、
と
大
に
警
戒
し
て
全
市
に
戦
線
を
延
長
し
て
行
く
。
政
見
と
し
て
は
、

静
岡
市
が
種
々
の
大
事
業
を
控

へ
て
居
る
に
拘
ら
ず
財
政
計
画
を
持

っ
て
居
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る

と
言
ふ
所
か
ら
、
財
政
大
調
査
会
の
設
置
力ゝ
ら
戸
数
割
賦
課
率
改
正
、
都
計

（都
市
計
画
？
」キ
ー
詢
用
者
）
受
益
者
負
担
の
公
平
、
教
員
の

待
遇
改
善
、
電
燈
料
金
の
統
制
問
題
等
を
か
ヽ
げ
て
居
る
。

財
政
政
策

（市
財
政
計
画
立
案
を
目
的
と
す
る
財
政
調
査
会
の
設
置
）、
地
方
税
制

（一戸
数
割
賦
課
率
改
正
）、
都
市
計
画
事
業

（受
益
者
負
担
の
公
平
化
）、
教
育

行
政

（教
員
の
待
遇
改
善
）、
市
営
公
共
事
業

（電
灯
料
金
統
制
問
題
）
な
ど
多
方
面
に
わ
た
る
政
見
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
多
く
は
当

時
の

一
般
的
な
政
策
課
題
で
あ
り
、
鈴
木
信
雄
に
固
有
の
政
見
と
い
う
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
。

次
に
選
挙
運
動
体
制
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
鈴
木
信
雄
陣
営
で
選
挙
実
務
の
中
心
を
担
う
事
務
長
に
茶
商

・
吉
川
覚
次
郎
が
座

っ
た
こ
と

は
す
で
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
周
囲
で
支
え
た
の
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
か
。
立
会
演
説
会
来
援
者
の
顔
ぶ



れ
か
ら
、
そ
れ
を
窺
っ
て
み
み
効に

鈴
木
信
雄
君
　
一
一十
九
日
午
後
六
時
か
ら
市
内
七
間
町
入
道
館
に
於
て
開
会
、
弁
士
は
岳
南
少
壮
団
野
口
△
静
岡
新
報
野
中
△
浜
松
市
会

議
員
大
石
△
井
浪
、
加
藤
両
県
議
の
外
に
婦
人
毎
日
新
聞
編
輯
長
婦
選
獲
得
同
盟
山
根
き
く
子
女
史
も
来
援
す
る
筈
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
来
援
者
は
政
友
会
所
属
県
会
議
員

（井
浪
、
加
藤
）、
同
浜
松
市
会
議
員

（大
石
力
弁
護
士
）、
静
岡
新
報
編
集
長

（野
中
芳
蔵
）、

静
岡
岳
南
少
壮
団

（野
３
、
そ
し
て
山
根
き
く
子
女
史

（婦
人
毎
日
新
聞
編
集
長
・
婦
選
獲
得
同
盟
）
と
い
う
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。
政
友
会
か
ら
の
組
織

的
梃
子
入
れ

（県
会
議
員
や
静
岡
新
報
編
集
長
）
や
個
人
的
な
繋
が
り
に
よ
る
支
援
者

（大
石
力
弁
護
士
や
岳
南
少
壮
団
）
の
ほ
か
に
、
わ
ざ
わ
ざ
婦
選
獲
得

同
盟
の
山
根
か
ず
子
が
来
援
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
信
雄
と
婦
選
運
動
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
人
的
繋
が
り

が
あ

っ
た
の
か
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
実
際
の
選
挙
運
動
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。
選
挙
終
了
後
、
『静
岡
新
報
』

一
九
二
九
年
四
月

一
一
日
付
は
、
二
〇
日

間
に
及
ぶ
選
挙
戦
の
総
括
を
行

っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
六
四
名
の
候
補
者
全
体
で
四
〇
〇
回
の
演
説
会

（
一人
平
均
約
工↑

三
巳

が
開
催
さ
れ
、

四
二
万
枚
に
及
ぶ
文
書

（
一人
平
均
約
一ハ垂
合
覆
）
が
配
布
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
内
訳
を
候
補
者
別
に
見
る
と
、
信
雄
は
通
算

一
八
回
の
演
説

会
を
開
催
し
、
七
九
五
〇
枚
の
文
書
を
配
布
し
た
。
演
説
会
の
開
催
数
で
は
、
唯

一
の
無
産
政
党
候
補

・
松
田
辰
雄
が

一
九
回
で
第

一
位
を
占

め
、
信
雄
は
そ
れ
に
次
い
で
第
二
位
で
あ
っ
た
。
文
書
配
布
数
で
は
、
第

一
位
の
候
補
者
は
二
万
三
二
〇
〇
枚
を
、
第
二
位
は
二
万
二
五
〇
〇

枚
を
そ
れ
ぞ
れ
配
布
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
信
雄
は
―
―
松
田
辰
雄
と
同
様
に
―
―
下
位
グ
ル
ー
プ
に
位
置
し
た
。

つ
ま
り
、
全
体
的
傾
向
か

ら
言
え
ば
、
信
雄
は
演
説
会
中
心
の
選
挙
運
動
を
展
開
し
、
よ
り
多
額
の
経
費
を
要
す
る
文
書
配
布
に
は
さ
ほ
ど
力
を
入
れ
て
い
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
な
お
、
各
候
補
者
は
、
選
挙
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
選
挙
後
の
届
出
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
は

「静
岡
県
公
報
」

に
告
示
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
信
雄
の
選
挙
費
用
は
二
四
〇
円
八
五
銭
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
候
補
者
全
員
の
平
均
は
二
二
九
円
三
二

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）

五
〇
三
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〇
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）

（２８
）

銭

で
あ

っ
た
。

か
く
し
て
迎
え
た
四
月

一
〇
日
投
票
の
結
果
、
信
雄
は
四
五
〇
票
を
獲
得
し
、
定
員
三
六
名
中

一

に
見
れ
ば
、
政
友
会
九
名
、
民
政
党
五
名
、
中
立
二

一
名

↑
っ
互

石
は
準
政
友
系
、
そ
の
他
は
水
曜
会
）、

た
新
人
二
六
名
、
現
職
九
名
、
元
職

一
名
と
い
う
内
訳
で
あ
っ
た
。

（３
）
静
岡
市
会
議
員
と
し
て
の
活
動

五
〇
四

一
位
で
見
事
当
選
を
果
た
し
（潮
¨

党
派
別

無
産
政
党

一
名
と
い
う
構
成
と
な
り
、
ま

は
じ
め
に
、
静

岡
市
会
議
員
に
当

選
τ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
政
友
会
静
岡

県
支
部
の
中
で
の

信
雄
の
政
治
的
地

位
が
ど
の
よ
う
に

変
化
し
た
の
か
を

見
て
お
こ
う
。
静

岡
県
支
部
は
、　
一

九
二
九

（昭
和
ｇ

年

一
二
月
、
支
部

大
会
を
開
催
し
、

表 ①

松浦五兵衛

松城兵作、山口忠五郎

松本君平、倉元要一、庄司良朗

大橋亦兵衛、郡谷照一郎、山下久二

勝又国臣、佐野鍬太郎、鈴木辰次郎

中村四郎兵衛、吉田勇吉、森和一

宮本雄一郎

鈴木与平

広田伝一、真野喜久平、秋山忠平

大塚甚之助、平野睦則、金原暁一

佐藤章次

松永安彦、堀内半二郎、大野久次

沢田寧、高林市蔵、白松六治郎

原保太郎、宮崎友太郎、池田猪二次

依田四郎 (賀茂郡)、 小沢孝三 (富士郡)

池田茂太郎 (安部郡)、 平野睦則 (磐田郡)

太田賢治郎 (田方郡)、 原栄作 (庵原郡)

加藤利八 (志太郡)、 田辺三郎平 (周智郡)

堀内喜代作 (駿東郡)、 鈴木与平 (清水市)

中島茂光 (榛原郡)、 鈴木六郎 (浜名郡)

真野喜久平 (沼津市)、 中西惣三郎 (静岡

市)、 榛葉幸蔵 (志太郡)、 佐藤章次 (浜

松市)、 加藤類次郎 (引佐郡)

幹  事

△清水市 鈴木与平、坂上政次郎

江川政太郎

△静岡市 鈴木信雄、水谷団治



支 部 長 松本君平

総  務

石上庄太郎、水谷団治

鈴木信雄、中西惣二郎

野中芳蔵、服部勇吉

渡辺隆蔵、山口千代吉

幹 事 長 川島一松

会計監督 小出岩太郎

常任幹事

竹下千代蔵、大石森太郎

大石 泰、鶴来甲子雄

奥村重吉

幹  事

大村幸太郎、花見正雄

大橋甲一、青島良蔵

天野克巳、太田清次郎

杉山幸七、原田丑蔵

鈴木恭平、榊原幸次郎

松本厚、松本金作

幹  事
松城兵作、宮本雄一郎

寺崎乙治郎、井浪茂二郎

相談相手 (一二名略)

新
し
い
役
員
体
制
を
決
定
し
た

（表
①
参
晰
に

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

治
と
と
も
に
、
政
友
会
静
岡
県
支
部
役
員
組
織
の
末
端

（評
議
員
）

次
に
、
静
岡
市
域
で
の
信
雄
の
政
治
的
地
位
を
見
て
み
よ
う
。

信
雄
は
、
同
期
で
静
岡
市
会
議
員
に
当
選
し
た
同
業
者

（弁
護
士
）
の
水
谷
団

を
占
め
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

政
友
会
静
岡
市
支
部
会
は
、　
一
九
二

一
（昭
和
工〇

年
二
月
七
日
、
部
会
を
開

催
し
、
党
則
紗
諏
正
と
新
し
い
役
員
体
制
を
決
定
し

た

（表
②
参
照
）。
こ
れ
に
よ
り
、
信
雄
は
、
静
岡
支

部
組
織
の
幹
部
役
員
の
地
位
に
就
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
実
際
の
議
員
活
動
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
よ
う
。
鈴
木
信
雄
が
静
岡
市
会
で
議
員
活

動
を
展
開
し
た
の
は
、　
一
九
二
九

（昭
和
ｇ

年
四
月

か
ら
三
二

（昭
和
八
）
年
四
月
ま
で
の
四
年
間
で
あ
っ

た
。
こ
の
時
期
の
静
岡
市
政
は
、
周
辺
町
村
と
の
合

併
脆
犠
理

（
二
八
年

一
〇
月
豊
田
村
、
二
九
年
四
月
大
里
村

・
安

東
村
、
三
二
年
四
月
賤
機
村
、
三
四
年

一
０
月
千
代
田
村

・
麻
機

村

・
大
谷
村

・
久
能
村

・
長
田
村
を
△
口併
）
、

発

電

所

建

設

計

画

公
一δ

年
五
月
安
倍
川
市
営
発
電
水
利
権
許
可
）
、

上

下

水

道

敷

設
事

業

公
一０

響

万

上
水
道
事
業
工
事
着
工
）
、

市

営

バ

ス
事

業

公
一６

年
四
月
静
清
国
道
市
営
バ

ス
許
可
）
、

都

市

計

画

縞

畔

公
天

響

一万

市
会
、
都
市
計
画
街
路
事
業
予
算
を
決
議
、
一
元

年
四
月
第

一
期
都
市
計
画
街
路
事
業
起
こ

、

市
役

所

新

庁

舎

建

設

問

題

曾
西
年
一
〇
月
新
庁
△
口落
成
）
な
ど
の
重
要
課
題
を
抱
え
、
歴
史
的
な
発
展
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
政
治
状
況
の
中
で
、
信
雄
が

ど
の
よ
う
に
活
動
し
た
の
か
を
検
討
す
る
の
が
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。

市
会
議
員
の
政
治
活
動
は
、
市
会
本
会
議

ｏ
市
会
全
員
協
議
会

・
参
事
会

（信
雄
は
一
を
一６
年
五
月
参
事
会
員
に
選
出
さ
れ
た
）
な
ど
の
市
会
内
で

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）

五
〇
五

表 ②
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の
活
動
と
市
会
外
で
の
政
治
活
動
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
資
料
的
に
は
、
本
会
議
は

『
静
岡
市
会
議
事
速
記
録
』
で
、
全
員
協
議
会

は
当
時
の
新
聞
記
事
で
あ
る
程
度
追
跡
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
参
事
会
に
つ
い
て
は
静
岡
市
役
所
行
政
課
法
務
文
書
室
に
関
係
資
料
が
保

管
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
今
回
は
閲
覧

・
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
市
会
外
の
活
動
に
つ
い
て
も
も
っ
ぱ
ら
新
聞
記

事
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
限
ら
れ
た
資
料
か
ら
信
雄
の
市
会
議
員
と
し
て
の
政
治
活
動
の
全
体
像
に
迫
る
こ
と
は
は
な
は
だ
困
難
で

あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
い
く

つ
か
の
特
徴
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

実
は
、
『静
岡
市
会
議
事
速
記
録
』
を
見
る
限
り
、
信
雄
の
本
会
議
場
で
の
発
言
は
さ
ほ
ど
活
発
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
何
よ
り
も
発
言

回
数
が
非
常
に
少
な
い

（四
年
間
の
任
期
中
に
議
事
録
に
記
録
さ
れ
た
墾
〓晟

〓
一回
）。
同
じ
政
友
会
か
ら
同
期
で
市
会
議
員
と
な
っ
た
弁
護
士
水
谷
団

治
の
幸
々
し
い
活
躍
ぶ
り
に
比
べ
る
と
そ
の
違
い
は
歴
然
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
信
雄
の
発
言
内
容
も
慎
重
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え

ゴよ
、

○
議
長

（中
村
嘉
十
君
）
　

十
九
番
ハ
御
発
言

ニ
ナ
リ
マ
ス
カ
ナ
リ
マ
セ
ン
カ
。

○
十
九
番

（鈴
木
信
雄
君
）
　

成
ル
ベ
ク
後

二
願
ヒ
タ
イ
デ
ス
、
‥
‥
実

ハ
市
政
ノ
コ
ト
ニ
就
テ
ハ
極
初
歩
デ
成
ル
ベ
ク
多
数
ノ
皆
サ
ン

ノ
御
質
問
ヲ
伺
ツ
テ
自
分
ノ
質
問
ス
ベ
キ
コ
ト
ガ
無
ク
ナ
リ
マ
ス
レ
バ
、
遠
慮
シ
タ
イ
ト
云
フ
コ
ト
デ
後

二
廻
シ
テ
居
ツ
タ
次
第
デ
ゴ
ザ

イ
マ
ス
、
オ
尋
ネ
シ
タ
イ
ト
考

ヘ
テ
居
リ
マ
ス
点
ガ
沢
山
二
在
ツ
タ
ノ
デ
ゴ
ザ
ィ
マ
ス
ガ
、
三
日
間

二
続
キ
マ
ス
ル
熱
心
ナ
ル
多
数
ノ
諸

君
ノ
御
質
問
卜
御
答
弁
ト
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
非
常

二
得
ル
所
ガ
ア
ツ
タ
ノ
デ
ゴ
ザ
ィ
マ
ス
、
デ
只
ダ
其
ノ
内

二
漏
レ
タ
ト
思
ハ
レ
ル
ニ
、

三
ノ
点

二
就
マ
シ
テ
、
当
局
二
御
質
問
致
シ
タ
イ
ト
思
フ
モ
ノ
デ
ァ
リ
マ
ス
。

こ
れ
は

一
九
二
〇

（昭
和
五
）
年
二
月

一
五
日
市
会
本
会
議
で
の
発
言
で
あ
る
。
ま
も
な
く
市
会
議
員
在
職

一
年
を
迎
え
よ
う
と
い
う
時
期
で

の
発
言
で
あ
る
だ
け
に
、
信
雄
の
慎
重
さ
が
よ
く
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
う
し
た
慎
重
な
態
度
の
背
景
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を



考
え
る

一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
本
会
議
欠
席
率
に
注
目
し
た
い
。　
一
九
二
〇

（昭
和
五
）
年
の
静
岡
市
会
本
会
議
は
、
通
算
で
四
三
日
間
開
会

し
た
。
こ
の
う
ち
信
雄
が
出
席
し
た
の
は
二
八
日
に
と
ど
ま
り
、
欠
席
率
は
約
二
五
％
で
あ
っ
た
。
翌
三

一
（昭
和
二〇

年
に
な
る
と
、
本
会
議

開
会
日
二
五
日
間
の
う
ち
、
信
雄
が
出
席
し
た
の
は

一
四
日
で
あ
り
、
欠
席
率
は
四
四
％
に
増
加
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
信
雄
は
、
本
会
議

へ
の
出
席
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
情
が
、
信
雄
の
発
言
を
慎
重
な
も
の
に
し
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
弁
護
士
業
務
の
多
忙
化
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
彼
は
数
多
く
の
重
要
事
件
を
抱
え
て

い
に
摯
赫
糠
』
餞
ど
潮
帥
馴
制
狩
』
マ
制
肇
』
Ｆ
脚
裁
岬

め
（
刑

騨
『
聯
蒙
報
に

で 一
［
ｔ

一 九
鵡
酬
慟
）（一

眸
】
『
一
岬
欄
剌
睛

一 裁
判
詢
敵
暉
¨
時
制

取
り
東
京
控
訴
院
に
千
頭
御
料
林
境
界
確
認
訴
訟
を
提
訴
し
た

（茎
示
控
訴
院
の
判
決
一十一］渡
は
一を
二

年
七
月
）。
こ
の
よ
う
に
弁
護
士
と
し
て
の
活

躍
の
場
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
が
、
静
岡
市
会
で
の
政
治
活
動
に
少
な
か
ら
ぬ
支
障
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
信
雄
の
市
会
内
で
の
政
治
活
動
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う

（
な
部
の
で
あ
っ
た
の
か
。　
一
九
二
九

（昭
和
ｇ

年
四
月
当
初
の
静
岡
市

勝
］［商『一嘲嬢製に婦縁鵡
友．縁ぱ
（駆
な要
ゾ
誠
稀粥
弱
緩
珠
群
ヮ一灘
ダ
蜘
雰
訳

置
き
な
が
ら
、
当
選
間
も
な
い
信
雄
は
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

市
政
と
政
党
と
は
全
然
別
に
考

へ
た
い
と
云
ふ
や
う
な
立
場
か
ら
岳
南
少
壮
団
長
を
辞
職
し
た
の
だ
。
多
数
の
議
員
を
擁
し
て
横
暴
を
た

と
」
れ
い
知
』
役
け
“
脇
詢
」
″
臓
轟
跡
都
合
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
分
は
何
処
ま
で
も
市
民
の
為
に
ま
じ
め
に
進
み
市
民
の
公
僕

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）

五
〇
七
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〇
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要
す
る
に
、
市
政
に
政
党
の
論
理
を
持
ち
込
む
こ
と
に
反
対
し
、
あ
く
ま
で
市
民
の
公
僕
と
い
う
立
場
を
貫
く
こ
と
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
い
う

の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
発
言
は
、
市
会
多
数
派
の
水
曜
会
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
ら
所
属
す
る
政
友
会
に
対
し
て

も
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
実
際
に
、
信
雄
は
自
ら
の
信
念
に
忠
実
な
議
員
活
動
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ

ろ
う
か
。
い
く

つ
か
の
事
例
に
即
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（３９
）

第

一
に
、
当
時
の
最
重
要
課
題
の

一
つ
で
あ
る
安
倍
川
市
営
発
電
所
建
設
計
画
問
題

へ
の
対
応
に
つ
い
て
。　
一
九
二
九

（昭
和
８

年
五
月
二

日
、
信
雄
は
市
会
で
電
気
事
業
常
設
委
員

（定
員
四
名
）
に
推
薦
さ
れ
、
発
電
所
建
設
問
題
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
翌
三

〇

（昭
和
五
）
年
五
月
二
〇
日
、
静
岡
市
は
発
電
所
建
設
計
画
に
必
要
な
水
利
権
の
認
可
を
取
得
し
、
事
業
費
予
算
案
の
審
議
が
開
始
さ
れ
る
こ

と

に
な

っ
た

（
た
だ
し
、　
一
一
月

一
九
日
ま
で
に
市
会
が
議
決
し
な
け
れ
ば
、
認
可
は
取
り
消
さ
れ
る
と
い
う
付
帯
条
件
付
で
あ
っ
た
）。　
こ

の
童
〓
黍
費
予
着
重
条
は
、

ま

ず

信

雄

が

所

属

す

る
電

気

事

業

委

員

会

に
上

程

さ

れ

た

（七
星

天

巳

。

当

時

の
新

聞

を

見

る

と

、

こ

の
計

画

を

め

ぐ

っ
て
す

で

に
さ

ま

ざ

ま

な
＝
錨
刊
や
縣
塞
芯

（建
設
計
画
地
の
地
盤
は
地
質
が
悪
く
崩
壊
の
危
険
が
あ
る
、
発
電
所
を
建
設
す
る
に
は
安
倍
川
の
水
量
が
不
足
し
て
い
る
、
等
々
）
が
出

さ

れ

て

い
た

よ

う
で
あ
（御
に

そ
う
し
た
世
論
を
反
映
し
て
、
電
気
事
業
委
員
会
の
審
議
も
混
乱
し
た
よ
う
で
あ
る
。
数
回
の
審
議
を
経
て
、
八
月

一
二
日
、
電

気
事
業
委
員
会
は
事
業
費
予
算
を
承
認
し
た
が
、
そ
の
と
き
の
議
論
状
況
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

静
岡
市
の
安
倍
川
発
電
所
設
置
問
題
審
議
の
電
気
事
業
委
員
会
は
、
前
後
数
回
開
会
し
た
が
、
（八
月
）
十
二
日
も
引
続
き
開
会
し
た
。
席

上
磯
野
新
蔵
、
鈴
木
信
雄
の
両
氏
は
、
発
電
□
□
を
安
倍
川
に
選
ん
だ
に
就
て
不
安
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
斯
界
の
権
威
者
に
依
頼
し
て

調
査
研
究
の
後
更
に
審
議
し
た
い
と
極
力
保
留
説
を
唱
へ
た
が
、
斯
く
て
は
徒
に
時
日
を
経
過
す
る
か
ら
と
の
議
論
が
多
く
、
結
局

一
切

の
議
論
は
市
会
本
会
議
に
於
て
な
す
事
と
し
、
委
員
会
は
二
名
の
反
対
を
押
し
切

っ
て
原
案
を
承
認
し
た
。
此
重
大
案
件
は
斯
く
て
電
気

部
委
員
会
の
手
を
離
れ
、
近
く
土
木
委
員
会
に
付
議
し
た
上
、
今
月
末
若
し

（く
伽
来
月
上
旬
、
市
会
本
会
議
に
上
程
さ
れ
る
事
と
な
っ
た

が
、
静
岡
市
未
曾
有
の
重
大
案
だ
け
に
今
後
の
成
行
を

一
般
は
注
視
し
て
い
る
。



要
す
る
に
、
電
気
事
業
委
員
会
は
、
専
門
家
に
よ
る
調
査
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
の

「審
議
保
留
説
」
と
本
会
議
で
の
審
議
に

問
題
点
の
検
討
を
委
ね
る
と
い
う
立
場
か
ら
の

「審
議
促
進
説
」
と
に
三
分
さ
れ
、
信
雄
は
磯
野
新
蔵

（丞
漿
０
と
と
も
に
保
留
説
を
と
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

Ｌ
断
易
藁
文
鶏
眸
鶴
要
しば
譴
碁
羮
暉
電
震
＃
‐こ一リ

れた期限一一月一九日が近づいてきたため、　一一月一日、市会は許可期限延期を静岡県に願い出ることを決議し（都）２の

Ｒ

攀

勇

一日劫
反

拿

荀

誕

瑳

州辱

詳

藤

醐

‰

動
向
に
は
不
明
な
点
が
多
い
。
「静
岡
市
会
議
事
速
記
録
」
を
見
る
限
り
、
市
会
本
会
議
で
は
、
こ
の
件
に
つ
い
て
何
も
発
言
し
て
い
な
い
。

同
様
に
、
全
員
協
議
会
で
の
発
言
を
記
し
た
資
料
も
見
当
た
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
事
業
費
予
算
が
上
程
さ
れ
た
九
月
二
七
日
か
ら
予
算
案
を

可
決
し
た
一
一
月

一
一
日
ま
で
通
算

一
六
日
に
わ
た
っ
て
本
会
議
が
瀾
会
さ
れ
て
い
る
が
、
信
雄
が
出
席
し
た
の
は
一
〇
日
間
の
み
で
あ
っ
た

（４８
）

（欠
席
し
た
の
は

一
〇
月

一
八
、
二
〇
日
、　
一
一
月
五
、
六
、
七
、　
一
一
日
の
六
日
間
）。

第
二
に
、
会
派
解
消
問
題
に
つ
い
て
。
当
時
の
静
岡
市
会
に
は
、
前
述
の
安
倍
川
市
営
発
電
所
建
設
計
画
を
初
め
と
し
て
重
要
案
件
が
目
白

押
し
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
会
内
部
で
は
各
会
派
の
対
立
が
激
化
し
、
政
治
的
な
混
迷
を
深
め
て
い
た
。
例
え
ば

一
九
二
〇

（昭
和
五
）
年
九
月
の
小
島
源
二
郎
市
長
の
任
期
切
れ
を
晩
み
、
後
任
市
長
問
題
を
め
ぐ
っ
て
深
刻
な
会
派
間
対
立
が
長
期
間
続
い
た

（宮
崎
通
之

助
が
後
任
市
長
に
選
出
さ
れ
た
の
は
翌

一三

響

万

一
八
日
、
宮
崎
に
よ
る
市
長
就
任
受
諾
晏

一星

西

日
で
あ

っ
た
）。
ま

た
、

同

じ
時

期

、

こ
れ

も

当

時

の
静

岡

市

莉異
輔
第
唾
雌鐸
鯖
纂
舞
勤
獅
舞
憂
盗
ず
誕
赫
沐
摯
嗜軸は覗

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
九



五

一
〇
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（政
友
会
）
は
、　
一
九
二

一
（昭
和
一〇

年

一
月
二
〇
日
静
岡
市
会
全
員
協
議
会

で
、
「
市
会
各
会
派
を
解
散
し
、
市
会
議
員
全
員

で
新
た
に

「
市
政

挿

蜀
肇羹

婁

葬

徒

ぼ

（事

自リー

の言

派ζ

張するそ書

一

し
各
会
派
は
、
二
月
六
日
の
市
会
全
員
協
議
会
の
場
で
そ
れ
ぞ
れ
態
度

表
明
を
行

っ
た
。
す
な
わ
ち
、

政 水
友 曜
会 会

民
政
党

最
大
会
派
で
あ
る
水
曜
会
の
賛
成
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
議
長
提
案
が
実
現
す
る
見
込
み
は
な
か
っ
た
。
他
方
、
中
村
議
長
の
所
属
会
派
で
あ

る
政
友
会
は
、
最
終
的
に
議
長
提
案
支
持
の
方
向
で
動
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
会
派
内
に
か
な
り
の
異
論
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
信
雄
も
、
水
谷
団
治
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
異
論
を
唱
え
る

一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「中
村
議
長
の
提
議
の
精
神

］̈協一げ帥豚舞燎略獅［』は”障‐こ水卸一餞噛Ⅷ「い力ゝく曜的はは「［制』』は、ビ婦肇藤酬議詠岬嘲“一る一』“詢卿″辞

択
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
市
会
の
外
で
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。　
一
九
二
二

（昭
和
七
）
年
二
月
二
〇
日
は
第

一
八
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
投

票
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
に
向
け
て
、
政
友
会
支
部
組
織
で
は
公
認
候
補
の
絞
り
込
み
が
行
わ
れ
た
。
政
友
会
静
岡
市
支
部
会
は
、
同
年

一
月

二
九
日
に
役
員
会
を
開
催
し
、
川
島

一
松

（幹
事
長
）、
水
谷
団
治

（総
務
）、
中
西
惣
二
郎

（総
務
）、
石
川
庄
太
郎

（総
務
）、
鈴
木
貌
ら
二
〇
数
名

「政
党
会
派
の
解
体
は
不
可
能
な
り
と
信
じ
て
、
飽
く
迄
従
来
通
り
結
束
し
て
進
む
こ
と
に
申
合
せ
た
」。

「我
々
は
議
長
の
提
議
に
賛
成
す
る
。
現
在
の
如
く
、
市
政
紛
糾
の
際
に
は
お
互
ひ
に
当
選
直
後
の
純
な
気
持
に
立
ち
返
っ
て

進
み
、
以
て
市
政
を
円
満

（―こ雛
行
し
た
い
」。

賛
成
と
反
対
の
意
見
に
分
裂
。



が
参
集
し
た
。

こ
の
場

で
候
補
者
鐙
衡

の
協
議
が
行
わ
れ
、
す

で
に
出
馬
を
決
定
し
て
い
た
山

口
忠
五
郎

公
冗
職
、
政
友
会
静
岡
県
支
部
支
部
ｍ

、）

菅
皇
不
雄
〓

一郎

（新
人
、
三
〇
年
一
〇
月
静
岡
県
支
部
幹
事
長
）、
深
簿
ｆＴ
菫
景
天
郎
一
（前
職
、
三
〇
年
一
〇
月
静
岡
県
支
部
総
務
）、
松
栞
釜
有
平
・
（元
職
、
静
岡
支
部
会
支
部
長
）

の
四
名
の
中
か
ら

「静
岡
市
に
最
も
縁
故
が
　

一
深
飾
」
と
の
理
由
で
松
本
を
推
す
こ
と
を
全
会

一
致
で
決
定
し
、
党
本
部
に
公
認
斡
旋
方
を
要
請

し
た

（し
か
し
、
結
局
、
こ
の
要
請
は
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
）。

し
か
し
、
信
雄
は
、
こ
う
し
た
動
き
に
同
調
せ
ず
、
独
自
行
動
を
展
開
し
た
。
静
岡
市
内
に
は
寺
崎
乙
治
郎
系
の
政
友
会
グ
ル
ー
プ
が
結
集

す
る

「静
岡
新
政
団
」
が
あ
り
、
信
雄
も
こ
れ
に
加
わ

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
新
政
団
の
お
も
な
メ
ン
バ
ー
は
、
寺
崎
乙
治
郎

（新
政
団
団
長
、

政
友
会
静
岡
支
部
会
顧
間
）、

天
韓
型
兄
己

（新
政
団
副
団
長
、
静
岡
市
支
部
会
幹
事
）、

野
詰
〓
末

（新
政
団
副
団
長
）
、

継
揺
鮒
金

作
Ｈ
（新
政
団
幹
事
長
、
静
岡
支
部
会
幹
事
）、

一
甲
上
岸
掌
企
郎

（市
会
議
員
、
静
岡
支
部
会
総
務
）、

服
螢
聖
男
士
口
（市
会
議
員
、
静
岡
支
部
会
総
務
）
、

そ

し

て
幹
軍
企
信
雄
一
舎
三

年

一
〇
月
か
ら
県
会
議
員
と
市
会
議
員
を

兼
職
、
静
岡
支
部
会
総
務
）
な

ど

で
あ

っ
た
。

新

政

団

は

一
月

二

五

日

に
新

年

総

会

を

開

催

し

（八
〇
余
名
の
団
員
が
出
席
）、

独

自

候

補

の
擁

立

に

つ
い

て
協
議
し
た
と
こ
ろ
、
「此
際
団
長
寺
崎
乙
治
郎
氏
を
推
薦
し
た
い
。
氏
は
三
十
年
間
政
界
に
あ

っ
て
活
動
し
、
地
方
的
に
功
労
少
な
か
ら
ざ

る
も
の
が
あ
り
、
氏
の
晩
年
を
飾
る
べ
く
ど
う
し
て
も
衆
議
院
に
送
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（略
）
庶
二
無
二
擁
立
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
意
見
が

有
力
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
総
会
で
は
、
鈴
木
信
雄
、
石
上
庄
太
郎
ら

一
二
名
を
選
挙
対
策
委
員
に
選
出
し
、
具
体
的
方
針
の
協
議
を
委

ね
た
。
そ
の
結
果
、
静
岡
新
政
団
と
し
て
は
、
第

一
候
補
に
寺
崎
乙
治
郎
を
推
薦
し
、
寺
崎
が
立
候
補
を
受
諾
し
な
い
場
合
に
は
深
澤
豊
太
郎

（５６
）

と
宮
本
雄

一
郎
の
い
ず
れ
か

一
人
を
応
援
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
し
か
し
、
病
気
療
養
中
の
寺
崎
は
推
薦
の
申
し
入
れ
を
受
諾
し
な
か
っ
た
。

そ
の
後
の
信
雄
ら
の
行
動
は
若
干
の
迷
走
を
示
す
。
信
雄
ら
は
、　
一
月
二

一
日
、
突
如
静
岡
市
長
宮
崎
通
之
助
を
擁
立
す
る
動
き
を
見
せ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
即
座
に
宮
崎
が
固
辞
し
た
た
め
、
彼
ら
は
深
澤
豊
太
郎
を
推
薦
す
る
と
い
う
方
針
に
落
ち
着
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

公
一

（５７
）

月
四
日
新
政
団
臨
時
総
会
）。

・
こ
う

し

た

一
連

の
過

程

を

見

る

と
、

政

友

会

静

岡

支

部

会

組

織

が
主

流

派

（松
本
君
平
、
水
谷
団
次
、
中
西
惣

一蔀

、
野
中
芳
蔵
、
渡
辺
隆
蔵
、
川
島

一
摯

じ

と
非
主
流
派

（寺
崎
乙
治
郎
、
鈴
木
信
雄
ら
新
政
団
グ
ル
ー
プ
）
と
に
分
裂
し
て
い
る
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
新
政
団
グ
ル
ー
プ

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
一
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五

一
二

は
、
庶
民
金
融
機
関

「静
岡
信
友
会
」
を
有
力
な
活
動
拠
点
に
し
て
い
た
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
信
友
会
は
、　
一
九
二
九

（昭
和
ｇ

年

一
月
創
立
以
後
、
急
速
に
加
入
者
を
増
や
し
、　
一
九
三
二

（昭
和
七
）
年
現
在
で
会
員
回
数
六
〇
〇
〇
日
、
契
約
高
五
四
万
円
、
落
札
貸
付
高

八
万
円
、
満
期
支
払
高
七
万
八
〇
〇
〇
円
に
上
っ
て
い
た
。
信
友
会
の
組
織
構
成
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。

主

　

幹

　

　

寺

崎

乙

治

郎

（静
岡
新
政
団
団
長
、
政
友
会
静
岡
支
部
会
顧
問
）

相
談
役
　
　
江
川
勝
太
郎
　
小
長
谷
勝
之
助
　
黒
柳
芳
蔵

古
〓
務
再
一
　
　
一松
浦
Ж
斑
作

（静
岡
新
政
団
幹
事
長
、
政
友
会
静
岡
支
部
会
幹
事
）

（５８
）
　
　
・

こ
の
他
に
従
業
員
が
二
〇
数
名
従
事
し
、
さ
ら
に
法
律
顧
間
と
し
て
鈴
木
信
雄
、
山
田
豊
、

（曜
朔
義
憲
の
三
弁
護
士
が
関
わ
っ
て
い
た
。
新
政

団
グ
ル
ー
プ
は
、
寺
崎
乙
治
郎
を
中
心
に
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
結
合
す
る
勢
力
で
あ
っ
た
。

以
上
、
要
す
る
に
、
静
岡
市
会
議
員
鈴
木
信
雄
は
静
岡
市
の
政
友
会
組
織
の
中
で
は
寺
崎
乙
治
郎
系
グ
ル
ー
プ

（静
岡
新
政
団
）
に
属
し
非
主

流
派
的
な
位
置
に
あ

っ
た
こ
と
は
確
認
し
た
が
、
そ
れ
意
外
に
特
徴
的
な
政
治
活
動
を
見
出
す
の
は
た
い
へ
ん
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、
静
岡
市

政
の
発
展
期
に
際
会
し
混
迷
を
極
め
る
市
会
の
中
で
信
雄
の
と
っ
た
行
動
は
、
大
筋
で
政
友
会
と
い
う
政
党
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
信
雄
の
政
治
家
と
し
て
の
存
在
感
が
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
、
政
治
的
な
自
己
主
張
が
強
力
に
押
し
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
は
、　
一
九
二

一
年

（昭
和
工〇

年

一
〇
月
以
後
の
県
会
議
員
と
し
て
の
活
動
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
静
岡
県

会
で
の
活
動
を
具
体
的
に
追
跡
す
る
こ
と
に
し
た
い
。



０
　
一剛
掲

『
語
る
』
二
六
頁
。

０

　

『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
三
年
二
月
二

一
日
付
。

Ｄ
　
一
九
二
四

（大
正

一
三
）
年

一
月
、
清
浦
内
閣
の
下
で
政
友
会
が
分
裂
し
、
政
府
を
支
持
す
る
床
次
竹
次
郎
が
政
友
本
党
を
作
り
、
既
存
の
政
友
会
は
野

党
の
立
場
に
転
じ
た
。
こ
う
し
た
中
央
政
界
の
動
向
を
受
け
て
、
同
年
二
月
、
政
友
会
静
岡
県
支
部
は
総
会
を
開
き
、
政
友
本
党
に
走
る
者
と
政
友
会
に
残

る
者
に
分
裂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
松
浦
五
兵
衛
、
寺
崎
乙
次
郎
、
山
口
忠
五
郎
、
宮
本
雄

一
郎
、
大
橋
亦
兵
衛
ら
は
政
友
本
党
に
入
党
し
、

小
泉
策
太
郎
、
岩
崎
勲
、
池
田
猪
二
次
ら
は
政
友
会
に
残
留
し
た
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
従
来
松
浦
五
兵
衛
が
社
長
と
し
て
新
聞
を
発
行
し
て
い

た
静
岡
新
報
社
の
所
有
権
で
あ
っ
た
。

松
浦
は
、
政ヽ
友
会
脱
党
と
と
も
に
、
静
岡
新
報
を
政
友
本
党
の
機
関
新
聞
と
し
て
発
行
す
る
と
の
声
明
を
発
し
た
。
し
か
し
、
当
時
同
社
は
資
本
金

一
〇

万
円
の
合
資
会
社
で
あ
り
、
そ
の
社
員
九
名

（無
限
責
任
社
員
四
名
、
有
限
責
任
社
員
五
名
）
は
政
友
本
党
側
五
名
、
政
友
会
側
四
名
に
分
裂
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
松
浦
の
声
明
が
出
る
あ
、
政
友
会
側
は
直
ち
に
反
撃
に
出
た
。
彼
ら
は
、
ズ
ロ資
会
社
の
経
営
は
無
限
責
任
社
員
の
多
数
決
に
よ
る
」
と
の
原
則

を
主
張
し
て
、
政
友
会
側
の
無
限
責
任
社
員
三
名
が
無
限
責
任
社
員
の

一
人
で
あ
る
松
浦
五
兵
衛
社
長
を
多
数
決
で
解
任
し
て
新
社
長
を
選
任
す
る
と
と
も

に
、
政
友
会
の
院
外
団
壮
士
七
〇
名
余
り
で
静
岡
新
報
社
を
抑
え
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
し
た
事
態
に
際
し
、
鈴
木
信
雄
は
ひ
そ
か
に
有
限
責
任
社
員

（影
山
滋
樹
）
を
原
告
名
義
人
と
し
て
、
静
岡
新
報
社
長
松
浦
五
兵
衛
を
相
手
取
り

「合
資
会
社
静
岡
新
報
社
の
解
散
」
を
求
め
る
訴
訟
を
静
岡
地
方
裁
判
所
に
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、
僅
か

一
回
の
日
頭
弁
論
を
開
い
た
だ
け
で
、
こ
の
訴
を

あ

っ
さ
り
と
認
め
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
信
雄
は
、
松
浦
五
兵
衛
の
腹
心
で
静
岡
新
報
社
の
会
計
係
を
務
め
て
い
た
人
物
を
清
算
人
に
選
任
し
て
も
ら
い
、
そ

の
清
算
人
か
ら
旧
静
岡
新
報
社
の
有
す
る
社
屋
、
工
場
、
機
械
、
器
具
、
新
聞
発
行
権
の

一
切
を
、
新
し
く
設
立
し
た
合
資
会
社

（社
員
は
松
浦
五
兵
衛
、

宮
本
雄

一
郎
、
江
川
勝
太
郎
、
鈴
木
信
雄
の
四
人
）
に
譲
渡
さ
せ
、
再
び
松
浦
五
兵
衛
の
下
に
静
岡
新
報
の
発
行
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

一
連
の
事

件
を

「静
岡
新
報
社
事
件
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
静
岡
新
報
社
事
件
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
信
雄

『裁
判
あ
れ
こ
れ
』
（鈴
木
信
雄
、　
一
九
五
七
年
）
八
九
ヽ

九
七
頁
、
前
掲

『語
る
』

一
七
～
二
九
頁
、
参
照
。

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）

五

一
三



五

一
四

法
政
研
究
六
巻
三

・
四
号
公
一〇
〇
二
年
）

０
　
一剛
掲

『
五
〇
年
』
三
七
頁
。

働
　
一則
掲

『
語
る
』
三
四
頁
。

ω
　
一削
掲

『
語
る
』
三
六
～
三
七
頁
。

０

　

『静
岡
新
報
』

一
九
二
九
年
六
月

一
九
日
付
。

ω

　

『静
岡
新
報
』

一
九
二
九
年
四
月

一
八
日
付
。
な
お
、
団
長
退
任
後
、
信
雄
は
、
静
岡
岳
南
少
壮
団
の
顧
間
に
就
任
し
て
い
る

（『静
岡
新
報
』

一
九
二
〇

年
四
月

一
八
日
付
）。

９
　
一削
掲

『静
岡
県
史
』
通
史
編
六

・
近
現
代
二
、
三
八
頁
。

ω

　

『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
五
年

一
二
月
二

一
日
付
。

０

　

『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
六
年
四
月

一
六
日
付
、　
一
九
日
付
。

０

　

『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
六
年
四
月
二
八
日
付
。
な
お
正
式
に
支
部
が
創
立
さ
れ
た
の
は

一
九
三
二

（昭
和
七
）
年

一
月
で
ぁ
る

（『静
岡
県
史
』
通
史

編
六

・
近
代
二
、
三
八
頁
）。

⑩

　

『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
六
年
六
月
六
日
付
。

岡

　

『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
六
年
六
月
二
〇
日
付
。

的

　

『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
六
年
四
月

一
六
日
付
。

０
　
塩
原
時
二
郎
は
、　
一
八
九
六

（明
治
二
九
）
年
六
月
、
長
野
県
東
筑
摩
郡
朝
日
村
八
五
〇
番
地
に
生
ま
れ
る
。
第
八
高
等
学
校
卒
業
後
、
東
京
帝
大
法
科

に
学
び
、　
一
九
二
〇

（大
正
九
）
年
卒
業
。
逓
信
省
電
気
局
に
入
り
、
二
三
年
同
省
貯
木
局
賜
金
課
長
、
二
四
年

一
一
月
静
岡
郵
便
局
長
、
そ
の
後
逓
信
省

簡
易
保
険
局
に
移
る
。
の
ち
川
村
台
湾
総
督
に
迎
え
ら
れ
、
台
湾
総
督
府
参
事
を
務
め
る
。　
一
九
二
九

（昭
和
四
）
年
清
水
市
長
、
三
二
年
関
東
庁
長
官
秘

書
、
二
五
年
満
州
国
人
事
処
長
、
三
六
年
朝
鮮
総
督
府
学
務
局
長
、
四

一
年
厚
生
省
職
業
局
長
、
四
二
年
電
気
庁
長
官
、
四
四
年
逓
信
院
総
裁
、
退
官
後
弁

護
士
と
な
る
。
静
岡
県
第

一
区
か
ら
総
選
挙
に
出
馬
、
五
三
年
当
選
。
極
東
軍
事
裁
判

（東
京
裁
判
）
で
被
告
弁
護
人
を
務
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。



（前
掲

『
語
る
』
四
六
頁
、
『静
岡
新
報
』
昭
和
四
年
五
月
二
〇
日
付
、
朝
日
新
聞
東
京
裁
判
記
者
団

『東
京
裁
判
』
上
、
朝
日
新
聞
社
、　
一
九
九
五
年
、
三

五
頁
）

ｍ
　
一則
掲

『
語
る
』
三
七
～
二
九
頁
。

０
　
日
本
労
働
組
合
評
議
会
所
属
の
浜
松
合
同
労
働
組
合
に
加
入
す
る
日
本
楽
器
職
工

一
二
〇
〇
名
余
り
は
、　
一
九
二
六

（大
正

一
五
）
年
四
月
二

一
日
、
会

社
に
対
し
て
待
遇
改
善
を
要
求
す
る
も
、
会
社
側
の
全
面
拒
否
に
あ

っ
た
た
め
、
四
月
一
一六
日
、
同
盟
罷
業
決
行
を
決
議
し
た
。
そ
の
後
の
労
使
間
の
闘
争

は
激
烈
を
極
め
、
長
期
化
し
た
。
両
者
の
間
に
最
終
的
な
調
停
が
成
立
し
た
の
は
八
月
八
日
の
こ
と
で
あ
っ
た

（『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
六
年
八
月
九
日

付
）
。
な
お
、
日
本
楽
器
争
議
に
つ
い
て
は
、
特
に
前
掲

『静
岡
県
史
』
通
史
編
五

・
近
現
代

一
、
九

一
二
頁
以
下
参
照
。

０
　
一削
掲

『静
岡
県
弁
護
士
会
史
』
四

一
～
四
二
頁
。

①
　
自
由
法
曹
団
編

『自
由
法
曹
団
物
語
』
労
働
旬
報
社
、　
一
九
六
六
年
、
三
九
〇
頁
、
参
照
。

四

　

『
静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
六
年
六
月

一
二
日
付
が

「其
筋
の
注
意
に
よ
り
／
争
議
関
係
宣
伝
ビ
ラ
の
中
止
で
／
印
刷
業
者
の
青
息
」
と
報
じ
て
い
る
こ

と
か
ら
推
し
て
、
信
雄
の
宣
伝
ビ
ラ
配
布
活
動
は
六
月
頃
の
こ
と
で
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

②
　
静
岡
県
内
に
お
け
る
国
本
社
活
動
の
全
容
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
昭
和
期
に
入

っ
て
も
支
部
活
動
は
続
け
ら
れ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
例

え
ば
、　
一
九
二
九

（昭
和
四
）
年
の
地
元
新
聞
は
、
「最
近

（国
本
社
静
岡
支
部
―
―
引
用
者
）
支
部
長
三
家
重
二
郎
氏
、
幹
事
諏
訪
部

一
之
輔
氏
は
県
当
局

と
打
合
せ
、
国
本
主
義
の
鼓
吹
と
思
想
国
難
の
覚
醒
を
与
ふ
る
為
め
、
市
内
の
中
等
学
校
に
て
講
演
を
為
す
べ
く
第

一
着
に
男
女
師
範
学
校
及
静
岡
技
芸
学

校
等
に
て
両
氏
の
講
演
が
あ
っ
た
」
（
『静
岡
新
報
』

一
九
二
九
年

一
二
月
八
日
付
）
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
ま
た
、　
一
九
二

一
（昭
和
六
）
年
六
月
六
日
に

は
、
国
本
社
静
岡
支
部
主
催
で
、
平
沼
駄

一
郎

（当
時
枢
密
院
副
議
長
）、
山
内
静
男

（築
城
本
部
長
陸
軍
中
将
）、
岩
村
通
世

（東
京
控
訴
院
検
事
）、
諏
訪

部

一
之
輔

（静
岡
支
部
幹
事
）
ら
を
講
師
と
す
る
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た

（『静
岡
新
報
』

一
九
二

一
年
六
月
五
日
付
）。

０
　
村
本
喜
代
作
に
よ
れ
ば
、
コ
ロ川
は

一
種
非
凡
の
風
格
を
持

っ
た
実
業
家
で
、
大
正
十

一
年
市
会
議
員
に
推
さ
れ
、　
一
級
の
最
高
点
で
当
選
し
た
人
望
家
だ
っ

た
が
、
岡
崎
弁
護
士
と
は
意
気
投
合
し
て
、
非
常
に
親
し
い
間
柄
だ
っ
た
。
そ
し
て
又
、
鈴
木
の
父
伝
七
と
は
製
茶
共
同
組
合
の
事
業
で
知
り
合

っ
て
以
来
、

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

一
五



五

一
六

法
政
研
究
六
巻
三

ｏ
四
号
公
一〇
〇
二
年
）

こ
れ
も
懇
意
の
中
だ
っ
た
の
で
、
鈴
木
も
吉
川
は
よ
く
知

っ
て
い
た
」
（前
掲

『語
る
』
五
〇
頁
）
と
い
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
村
本
が
語
る
以
上
に
吉

川
と
信
雄
と
の
間
に
は
深
い
関
係
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
吉
川
は
茶
業
取
締
規
則

（
一
九

一
下
年
農
商
務
省
令
第
二
〇
号
）
違
反
事
件
で
起
訴
さ
れ
、　
一

九
二
二

（大
正

一
一
）
年
七
月
、
静
岡
区
裁
判
所
で
有
罪
判
決

（罰
金
八
〇
円
）
を
受
け
た
。
吉
川
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
静
岡
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た

が
、
こ
の
控
訴
審
で
吉
川
の
弁
護
人
を
務
め
た
の
が
鈴
木
信
雄
で
あ
っ
た

（外
に
鵜
澤
、
岡
崎
両
弁
護
人
）。
し
か
し
、
控
訴
審
で
も
原
審
と
同
じ
く
有
罪
判

決
が
下
さ
れ
た
た
め
、
吉
川
は
さ
ら
に
上
告
し
た
。
そ
し
て
つ
い
に
、　
一
九
二
四

（大
正

一
三
）
年
二
月
、
大
審
院
で
無
罪
判
決
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

（
『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
四
年
二
月

一
一
日
付
）

０
　
一削
掲

『
語
る
』
五
〇
～
五

一
頁
。

”
　

『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
九
年
二
月
二

一
日
付
。

”
　

『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
九
年
四
月
五
日
付
は
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
「各
候
補
者
の
運
動
方
法
論
陣
筆
戦
は
入
乱
れ
て
、
遂
に
最
後
の
締
切
日

の
昨
四
日
ま
で
に

一
般
に
予
想
さ
れ
た
二
二
人
の
人
た
ち
も
打

っ
て
出
で
ず
、
最
後
の
水
谷
団
治
氏
を
以
て
六
十
四
名
と
決
し
た
。
愈
蔵

一
週
間
の
間
に
三

十
六
名
の
定
数
に
十
三
万
市
民
の
輿
望
が
分
た
れ
ん
と
す
る
瀬
戸
際
で
、
六
日
間
の
自
熱
化
こ
そ
興
味
の
中
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
因
に
立
候
補
者
を
色

分
け
を
す
る
と
、
民
政
九
名
、
政
友
十
五
名
、
民
系
中
立
十

一
名
、
政
系
中
立
四
名
、
中
立
二
十
二
名
、
実
同
二
名
、
無
産

一
名
と
な
る
。」

『静
岡
新
報
』

一
九
二
九
年
二
月
二
九
日
付
。

『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
九
年
五
月
二
日
付
。

新
し
く
選
出
さ
れ
た
議
員
の
顔
ぶ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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望
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五
郎

中
田
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郎

石
上
庄
太
郎

伏
見
　
忠
七

小
長
井
誠
蔵

堀
　
　
八
郎

鈴
木
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雄

山
田
　
順
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渡
辺
　
隆
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望
月
　
七
平
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望
月
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紅
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源
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喜
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郎

水
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団
治

小
杉
　
　
潔

出
島
甚
太
郎

小
林
　
正
幸

中
尾
栄
次
郎

磯
野
　
新
蔵
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井
嘉
右
衛
門

高
杉
啓
次
郎

杉
山
　
友
作

増
田
　
栄
作

多
々
良

玄

寺
川
　
竹
蔵

中
村
　
藤
吉

（注
）
『静
岡
新
報
』

一
九
二
九
年
四
月

一
三
日
付
よ
り
作
成
。

『静
岡
新
報
』

一
九
二
九
年

一
二
月

一
〇
日
付
。

『静
岡
新
報
』

一
九
二

一
年
二
月
八
日
付
。

静
岡
市
役
所
編

『静
岡
市
史
」
総
目
次

・
年
表

・
索
引

（静
岡
市
役
所
、　
一
九
八
二
年
）
九
〇
六
頁
以
下
。

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）

三
五
七

一
政
友

一
新

三
五
六

一
中
立

一
新

三
五
五

一
政
友

一
新

三
四
五

一
中
立

一
再

三
二
九

一
民
政

一
新

三
二
七

一
準
政

一　
再

三
二
五

一
民
政

一
再

三

一
九

一
中
立

一　
新

三
〇
七

一
中
立

一
新

三
〇
二

一
中
立

一
新

一九
八

一
中
立

一
新

一九
六

一
中
立

一　
再

一七
九

一
中
立

一　
再

一七
〇

一
中
立

一
新

一六
〇

一
政
友

一
再

五

一
七



五

一
八

法
政
研
究
六
巻
三

。
四
号
公
一〇
〇
二
年
）

ω
　
一剛
掲

・
利
谷
信
義

「貰
い
子
殺
人
陪
審
裁
判
」
参
照
。

０

　

『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
八
年
七
月

一
八
日
付
は
、
こ
の
事
件
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
「千
古
斧
鍼
を
入
れ
ざ
る
大
井
川
奥
地
の
御
料
林
と
民
有

林
と
の
間
に
最
近
新
し
い
境
界
繋
争
問
題
が
惹
起
し
た
。
事
件
の
発
端
は
明
治
三
十
年
の
古
き
に
遡
り
、
当
時
御
料
局
は
境
界
と
見
倣
さ
れ
る
地
点
に
杭
を

打
ち
そ
の
儘
と
な
っ
て
ゐ
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
民
有
林
側
で
は
不
図
し
た
こ
と
か
ら
そ
の
誤
れ
る
を
知
り
、
こ
れ
ま
で
数
回
宮
内
省
に
向
か
っ
て
陳
情
を

試
み
た
が
、
宮
内
省
側
と
し
て
は

一
旦
決
定
し
た
る
境
界
は
こ
と
御
料
林
に
関
す
る
こ
と

ヽ
て
枢
密
院
の
諮
問
を
経
な
く
て
は
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
。
而
し
て
そ
の
前
提
と
し
て
は
裁
判
所
の
確
定
判
決
を
要
す
る
と
の
も
と
に
取
合
は
な
い
の
で
、
民
有
林
側
よ
り
静
岡
地
方
裁
判
所
に
提
起
す
る
に
至
っ

た
も
の
で
あ
る
が
、
右
に
就
て
上
川
根
及
井
川
両
村
に
現
存
す
る
古
記
録
を
辿
る
時
は
明
か
に
御
料
局
側
の
民
有
林
側
進
出
で

′あ
り
、
而
も
古
い
境
界
地
点

と
思
は
る
ヽ
所
の
自
然
石
に

「州
」
の

一
字
が
刻
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
尚
ぼ
明
か
な
証
拠
を
得
ん
と
し
て
弁
護
士
静
岡
市
下
桶
屋
町
鈴
木
信
雄
氏
は
昨
十

七
日
午
後
県
立
葵
文
庫
に
貞
松
館
長
を
訪
問
し
て
古
い
地
図
は
な
い
か
と
云
っ
て
来
た
が
、
元
来
山
の
記
録
と
し
て
は
封
建
時
代
は
極
め
て
曖
味
な
る
も
の

で
、
元
禄
の
頃
ま
で
山
に
対
す
る
課
税
す
ら
な
か
っ
た
や
う
な
事
実
に
鑑
み
山
の
古
記
録
等
に
就
い
て
は
た
ぐ
る
べ
き
糸
の
端
緒
す
ら
な
い
。
随

っ
て
貞
松

氏
も
何
ら
答
ふ
る
処
な
か
っ
た
が
、
鈴
木
弁
護
士
は
近
く
現
場
の
実
地
踏
査
に
赴
く
筈
で
、
事
件
の
進
展
は
極
め
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
」

そ
の
後
、　
一
九
二

一

（昭
和
六
）
年
七
月
、
東
京
控
訴
院
は
請
求
棄
却
の
判
決
を
下
し
た
。
な
お
、
こ
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
肥
田
正
巳
氏

（静
岡
県
近

代
史
研
究
会
）
か
ら
多
く
の
ご
教
示
を
得
た
。
記
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

的
　
こ
の
他
、
新
聞
報
道
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
も
、
鈴
木
信
雄
が
訴
訟
代
理
人
と
し
て
関
わ
っ
た
事
件
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。　
〓

九
二
八
年
】

六
月

（離
婚
請
求
訴
訟
提
起
）、　
一
一
月

（離
婚
請
求
訴
訟
取
り
下
げ
）、　
〓

九
二
九
年
】
六
月

（見
附
署
拷
間
事
件
再
審
請
求
申
立
）、　
〓

一月

（見
附
署

拷
問
事
件
再
審
公
判
開
始
、
無
罪
判
決
言
い
渡
し
）、　
〓

九
二
〇
年
】
二
月

（詐
欺
罪
事
件
無
罪
判
決
言
渡
し
、
約
束
手
形
支
払
請
求
訴
訟
提
起
、
登
記
無

効
確
認
訴
訟
準
備
手
続
）
、　
一
〇
月

（認
知
請
求
訴
訟
公
判
）
、　
一
一
月

（遺
産
引
渡
請
求
訴
訟
提
起
）、

【
一
九
三

一
年
】
二
月

（家
督
相
続
人
廃
除
請
求
訴

訟
提
起
）
、
六
月

（弁
償
請
求
訴
訟
提
起
）
な
ど
が
あ
る
。

ω
　
政
友
会
系
の
地
元
新
聞

『静
岡
新
報
』
は
、
水
曜
会
を

「財
閥
派
」
「財
閥
系
」
と
攻
撃
し
た
。



帥

　

『
静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
九
年
四
月

一
三
日
付
。
な
お
、　
一
九
二

一

（昭
和
六
）
年
五
月
現
在
の
会
派
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。　
一
進
会

（水
曜
会

解
体
後
の
新
会
派
）

一
一
名
、
政
友
会
八
名
、
政
友
系
三
名
、
民
政
党
七
名
、
清
明
会
四
名
、
無
所
属
三
名
。
（
『静
岡
新
報
』

一
九
二

一
年
五
月
二
日
付
）

ω

　

『静
岡
民
友
新
聞
』

一
九
二
九
年
四
月

一
八
日
付
。

ω

　

『静
岡
新
報
』

一
九
二
〇
年
七
月
二
七
日
付
の
新
聞
記
事
は
、
同
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
二
十
六
日
の
電
気
事
業
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
静
岡
市
営
発
電
所
計
画
案
は
、
第

一
期
事
業
四
百
四
十
二
万
円
、
第
二
期
事
業
百
五
十
三
万
九
千
四
百

円
に
て
安
倍
川
上
流
の
梅
ヶ
島
、
大
河
内
両
村
内
に
四
ヶ
所
の
発
電
所
を
建
設
せ
ん
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
年
度
の
支
出
額
は
、

第

一
期
発
電
計
画
年
度
割
支
出
　
　
　
　
　
　
　
第
二
期
発
電
計
画
年
度
割
支
出

五
年
　
　
　
一二
四
〇
、
○
○
○
円
　
　
　
　
　
　
　
九
年
　
　
　
　
七
〇
、
○
○
○

六
年
　
　
　
九
二
〇
、
○
○
○
円
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
年
　
　
　
七
六
五
、
○
○
○

七
年
　
一
、
一量
ハ
〇
、
○
○
○
円
　
　
　
　
　
　
　
一
一
年
　
　
　
七

一
〇
、
○
○
○

八
年
　
一
、
〇
三
〇
、
○
○
○
円
　
　
　
　
　
　
　
合
計
　
一
、
五
四
五
、
○
○
○
円

九
年
　
　
　
七
八
〇
、
○
○
○
円

計
　
四
、
四
三
〇
、
○
○
○
円

で
之
等
の
財
源
は
殆
ど
全
部
を
電
気
事
業
繰
入
金
に
て
支
弁
し
、
僅
少
額
を
事
業
遂
行
に
よ
っ
て
生
じ
る
物
品
の
売
却
等
よ
り
生
ず
る
雑
収
入
を
繰
入
る
ゝ

も
の
で
、
起
債
等
は
ビ
タ

一
文
も
や
ら
な
い
処
に
市
の
発
電
計
画
の
誇
り
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
第

一
期
事
業
と
し
て
は
四
百
四
十
三
万
円
を
以
て
第

一
発

電
所

（横
山
）
、
第
二
発
電
所

（□
□
）
の
二
発
電
の
建
設
を
な
し
、
第
二
計
画
に
て
第
二
発
電
所
、
第
四
発
電
所
二
発
電
所
を
百
五
十
四
万
五
千
円
に
て
前

期
の
年
度
割
に
て
遂
行
す
る
も
の
で
、
市
で
は
本
市
営
発
電
所
会
計
は
五
年
度
よ
り
特
別
会
計
を
設
定
し
て
施
行
し
、
之
と
共
に
市
条
例
の
改
正
を
行
い
、

職
制
其
他
を
定
め
、
部
長

一
年
二
千
七
百
円
級
の
技
師
四
、
主
事

一
、
其
の
内
書
記
、
書
記
補
、
技
手
補
若
干
名
を
置
い
て
事
業
を
遂
行
す
る
事
と
な
っ
た
」

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）

五

一
九



五
二
〇

法
政
研
究
六
巻
三

・
四
号
公
一〇
〇
二
年
）

ω

　

『静
岡
新
報
』

一
九
二
〇
年
八
月
二
日
付
、
三
日
付
は
、
静
岡
市
営
発
電
所
問
題
の
特
集
記
事
を
連
載
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
発
電
所
建
設
計
画
に
対

す
る
疑
問
な
い
し
批
判
と
し
て
安
倍
川
の
水
量
問
題
と
建
設
計
画
地
の
地
盤
問
題
を
取
り
上
げ
、
当
局
の
回
答
を
求
め
て
い
る
。

０
　

『静
岡
新
報
』

一
九
二
〇
年
八
月

一
三
日
付
。

υ
　

『静
岡
新
報
』

一
九
二
〇
年
九
月
二
八
日
付
。

０
　

『静
岡
新
報
』

一
九
二
〇
年

一
〇
月

一
四
日
付
。

０
　

『静
岡
新
報
』

一
九
二
〇
年

一
〇
月

一
九
日
付
。

的
　

『静
岡
新
報
』

一
九
二
〇
年

一
一
月

一
日
付
。

ω
　

『静
岡
新
報
』

一
九
二
〇
年

一
一
月
八
日
付
。

０
　

『静
岡
新
報
』

一
九
二
〇
年

一
一
月

一
二
日
付
。

ω

　

『静
岡
市
会
議
事
速
記
録
』
に
よ
る
。
な
お
、
安
倍
川
市
営
発
電
所
建
設
計
画
の
そ
の
後
の
推
移
を
左
に
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う

（お
も
に

『
静
岡
市

史
』
総
目
次

ｏ
年
表

ｏ
索
引
、
に
よ
る
）。

一
九
二
〇
年

一
一
月

一
一
日
　
静
岡
市
会
、
事
業
費
予
算
案
を
可
決
。

一
二
月
二
四
日
　
静
岡
市
会
、
発
電
所
比
較
調
査
委
員
を
選
任
。

一
九
二

一
年
　
八
月

一
七
日
　
静
岡
市
会
、
発
電
所
比
較
委
員
会
を
解
散
。

九
月
　
一二
日
　
静
岡
市
会
、
電
源
調
査
費
を
可
決
。

九
月
　
　
　
　
発
電
所
問
題
を
め
ぐ
り
市
民
大
会
が
開
催
さ
れ
る
。

一
九
三
二
年
　
エハ
月
　
一
一日
　
静
岡
市
、
芝
川
発
電
所
を
東
京
電
灯
か
ら
三
七
三
万
円
で
買
収
。

一
九
二
四
年
　
八
月
　
エハ
日
　
静
岡
市
会
、
安
倍
川
発
電
所
水
利
権
出
願
の
件
決
議
。

一
九
二
六
年
　
九
月
二
〇
日
　
静
岡
市
、
安
倍
川
市
営
発
電
所
認
可
申
請
。



一
九
四

一
年
　
一
一月

一
七
日
　
静
岡
市
会
、
市
営
電
気
事
業
の
中
部
電
力
へ
の
統
合
を
決
議
。

一
九
四
二
年
　
四
月
　
一
日
　
静
岡
市
営
電
気
事
業
、
中
部
配
電
に
統
合
さ
れ
る
。

ω

　

『静
岡
新
報
』

一
九
二
〇
年
八
月

一
四
日
付
。

ω

　

『静
岡
新
報
』

一
九
二

一
年

一
月
二

一
日
付
。

制
　
一則
掲

『静
岡
県
史
』
通
史
編
六

・
近
現
代
二
、
二
〇

一
頁
。

０

　

『静
岡
新
報
』

一
九
二

一
年
二
月
六
日
付
。

０

　

『静
岡
新
報
』

一
九
二

一
年
二
月
三
日
付
。

０
　
圭目
島
鋼
太
郎
編

『志
太
地
区
人
物
誌
』
青
島
鋼
太
郎
、　
一
九
五
七
年
、
二
六
〇
頁
。

的
　
一則
掲

『静
岡
県
史
』
通
史
編
六

・
近
現
代
二
、
二
三
頁
。

的

　

『静
岡
新
報
』

一
九
三
二
年

一
月
二
七
日
付
、
同
月
二
〇
日
付
。

０
　
こ
の
時
の
総
会
の
模
様
を
当
時
の
新
聞
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る

（『静
岡
新
報
』

一
九
三
二
年
二
月
五
日
付
）。

「静
岡
市
政
友
会
有
志
及
び
新
政
団
の
衆
議
院
議
員
候
補
者
推
薦
大
会
は
既
報
の
通
り
、
四
日
午
後

一
時
か
ら
、
市
内
七
間
町

一
丁
目
入
道
館
に
於
て
開

催
。
出
席
者
三
百
余
名
に
上
り
、
松
浦
金
作
氏
の
開
会
の
辞
が
あ
っ
て
後
、
天
野
克
己
氏
か
ら
主
唱
者
と
し
て
の

一
場
の
挨
拶
が
あ
り
、
直
ち
に
県
会
議
員

鈴
木
信
雄
氏
を
座
長
に
推
し
て
立
候
補
者
鐙
衡
協
議
に
入
り
、
杉
山
広
氏
の
動
議
で
鐙
衡
委
員
を
選
定
す
る
事
に
決
定
。
鈴
木
座
長
の
氏
名
で
大
橋
甲

一
氏

外
二
十
四
名
を
挙
げ
、
右
委
員
は
別
室
に
お
い
て
委
員
長
に
奥
村
重
吉
氏
を
推
し
、
協
議
の
結
果
、
深
澤
豊
太
郎
氏
を
推
薦
す
る
事
に
決
定
し
た
。
然
し
て

深
澤
氏
に
交
渉
し
快
諾
を
得
た
の
で
、
此
の
交
渉
経
過
を
奥
村
委
員
長
か
ら
報
告
が
あ
り
、
終

っ
て
在
京
寺
崎
乙
治
郎
氏
か
ら
の

御
盛
会
を
祝
す
。　
一
致
協
力
し
て
、
深
澤
氏
に
栄
冠
を
与
へ
ら
れ
ん
事
を
切
望
す
。
　
　
寺
崎
乙
治
郎

・電
文
披
露
が
あ

っ
て
後
、
深
澤
氏
が
登
壇
し
て

一
場
の
挨
拶
が
あ
っ
た
。
更
に
来
賓
代
表
と
し
て
清
水
市
鈴
木
与
平
氏
の
祝
辞
演
説
が
あ
り
、
午
後
三
時

半
盛
況
裡
に
閉
会
し
た
。
」

弁
護
士
鈴
木
信
雄
と
近
代
地
域
社
会
（３
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

一



五
三
二

法
政
研
究
六
巻
三

・
四
号
公
一〇
〇
二
年
）

“

　

『静
岡
新
報
』

一
九
三
二
年
二
月
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